
子どもの放課後居場所運営委託 仕様書

１.業務名称

子どもの放課後居場所運営委託

２.契約期間

（１）契約期間

契約締結日から令和９年（2027 年）3月 31 日までとする。

３.委託業務日及び委託業務時間

箕面市立西南図書館の開館日を原則とするが、具体的な業務日及び時間についてはあ

らかじめ発注者と協議するものとする。

４.委託場所

西南図書館（箕面市半町４丁目地内）等

５.委託料の請求

受注者は、月を単位として委託料の支払いを請求することができるものとし、本市は、

履行確認後、実績報告に応じて支払うものとする。なお、準備期間にかかる費用につい

ては、委託金額に含むものとする。

６.業務目的

図書館を活用した地域の小・中学生の平日放課後の居場所の運営により、子どもの可

能性を引き出し、主体性を育む場づくりを行う。また、子どもの学習習慣を身につけ、

人の交流により育ち合う場づくりを行う。

７.委託業務内容

委託業務の内容は次のとおりとする。

（１）子どもの放課後居場所運営委託の実施

① 西南図書館の近隣在住者を中心とした小・中学生を対象として、図書館を活用し

た子どもの居場所づくりに関する事業を実施

② 実施場所は、西南図書館の会議室等を主な会場とする。

③ 参加者定員は 20 人程度とする。

④ 主な開催日及び時間帯は、平日（火曜日～金曜日）の放課後とし、小・中学生の

滞在は午後 8時を限度とする。

⑤ 開催回数は月７回を基本とする。

⑥ 参加者の安全確保等のため、常時適正な人数の職員配置を行うこと。

⑦ 事業実施にあたっては西南図書館運営との密な連携を行うこと。

⑧ 本事業の利用料は原則無料とするが、実費の徴収については可とする。



（２）その他

①業務実施計画書の提出

履行期間全体の業務実施計画書及び月毎の業務実施計画書を提出

②業務完了報告書の提出

委託業務完了後に提出

８.業務用機材及び消耗品の負担区分

発注者が提供する場所及び備品等は次のとおりとする。

なお、受注者は発注者が負担するものを使用又は利用をする場合は、善良なる管理者

の注意義務をもってするものとし、それらを故意又は過失により破損、損傷等させた場

合には、受注者の負担により補修又は損害賠償を行うものとする。

① 会場（西南図書館会議室等）及び施設備品

・貸館施設については事前予約が必要となるため、利用施設については図書館との

調整のうえ配置する。

② 図書館所蔵資料等（図書館との連携事業実施時）

９.業務の履行等

受注者は、業務の履行にあたり、次の事項を遵守し、委託業務の進捗管理を徹底し、

遅滞なく委託業務を実施しなければならない。

（１）基本的事項

① 業務の履行に支障が生じないよう、適切な人員数を配置し、委託業務を開始後直

ちに委託業務を適正に履行できる体制を整えること。

② 業務委託の履行内容は、業務状況報告書（業務日報・月報）をもって、参加者数、

年齢、実施内容等を発注者に報告すること。

③ 委託業務完了後に「業務完了報告書」をもって、取組概要、実施内容、実施結果等

を、発注者に報告すること。

（２）業務従事者に関する事項

① 業務委託の実施に当たり、現場において委託業務を統括し、すべての業務従事者

を指揮監督する現場責任者を業務従事者の中から定め、発注者にあらかじめ届け

出ること。

② 現場責任者は現場における発注者との連絡調整を担うものとする。

③ 現場従事者には、受注者の負担により、本事業の趣旨、業務目的、業務内容及び服

務規律について研修を実施すること。また、必要の都度委託業務の遂行に必要な

知識の習得や接遇・人権等の研修を実施すること。また、業務従事者に交代が生

じる場合においては、受注者の負担によりあらかじめ委託業務の遂行に必要な知

識の修得や接遇・人権等の研修を済ませたうえで交代させること。

（３）業務従事者の条件に関する事項

業務従事者は、基本的なマナー、個人情報保護、接遇等の知識・能力を習得し、良

好な対人関係を築ける者であること。

（４）服務規律に関する事項



① 委託業務の履行にあたっては、来館者に対する接遇に細心の注意を払い、西南図

書館に対するイメージの向上につながるよう努めること。

② 委託業務の履行中、業務従事者に名札を着用させること。

③ 委託業務の履行に際し、秩序及び風紀の維持に責任を負い、関係法令を遵守する

こと。

１０.個人情報の保護等

本事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）

及び箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年箕面市条例第 22 号）

その他法令を遵守すること。

１１.その他事項

① 事業実施上の事故や怪我、物損等に備え、必要な保険に加入するなどして適切な補

償を行える体制を整えておくこと。

② 業務の実施にあたって必要となる官庁への届出等については、受注者の責任におい

て滞りなく行うこと。

③ 受注者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ発注者の承

諾を必要とするものとする。ただし、業務の全部を一括して第三者に委託してはな

らない。

④ この仕様書に準ずるもののほか、細目については発注者受注者協議の上、取り決め

るものとする。この仕様書は、委託業務を遂行するにあたり、必要な事項を明示し

たものであるが、当該仕様書に記載のない事項についても、委託業務の内容を遂行

するために必要と認められる事項については、発注者と受注者が誠意をもって協議

し、委託業務の目的達成のため、最大限の努力をするものとする。


